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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力潮流制御装置であって、
　変圧器の負荷を調整するためのタップ制御に基づいて、潮流量の変化量を算出するため
の算出手段と、
　前記変化量が予め定められた一定の値を超えるまで、電力系統を制御するための中央制
御装置から前記電力潮流制御装置に対して送られるタップ目標値を用いたタップ制御を禁
止するための多頻度制御抑止手段とを備える、電力潮流制御装置。
【請求項２】
　電力潮流制御装置であって、
　変圧器の負荷を調整するための第１のタップ制御に基づいて、潮流量の変化量を算出す
るための算出手段と、
　前記変化量に基づいて、前記第１のタップ制御の次の第２のタップ制御による潮流量の
変化の予測値を設定するための設定手段と、
　前記第２のタップ制御による潮流量の変化量が予め定められた一定の値を超えるまで、
電力系統を制御するための中央制御装置から前記電力潮流制御装置に対して送られるタッ
プ目標値を用いたタップ制御を禁止するための多頻度制御抑止手段とを備える、電力潮流
制御装置。
【請求項３】
　電力潮流制御装置であって、



(2) JP 6061663 B2 2017.1.18

10

20

30

40

50

　過負荷の解消の判定を遅延させるタイマと、
　前記タイマにより過負荷の解消の判定を遅延させることにより、タップ制御による潮流
量の変化が電力系統に現れるまで、前記電力系統を制御するための中央制御装置から前記
電力潮流制御装置に対して送られるタップ目標値を用いたタップ制御を禁止するための多
頻度制御抑止手段とを備える、電力潮流制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力潮流の制御に関し、より特定的には、電力系統において、タップを制御
することで系統の位相を変化させ、送電線や変圧器等を流れる潮流量を制御するための電
力潮流制御装置の制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力系統においては、送電線や変圧器等を流れる潮流量を制御するために、発電機の出
力調整、負荷振替、位相調整器（Loop　Phase　Controller（ＬＰＣとも表わす））の位
相調整やバイパス等が、中央給電指令所（以下「中給」ともいう。）等からの制御により
行なわれる。
【０００３】
　位相調整器は、目標潮流量を維持するために、タップ制御によって位相角を調整するこ
とにより、力率を変化させて、潮流量を制御している。位相調整器による制御方法として
は、二種類の制御、すなわち、中給からタップ目標値を受けてタップを制御する中給制御
と、電力系統の過負荷発生時に中給制御をロックして過負荷解消のためにタップを制御す
る自動制御とがある。
【０００４】
　たとえば、特開２００５－３５４８３５号公報（特許文献１）は、「位相調整器配分行
列を用いた処理により、簡便に過負荷を解消又は防止」できる過負荷解消装置を開示して
いる（［要約］参照）。特開昭６３－２０６１２１号公報（特許文献２）は、「動作上の
不感帯を設けなくても制御を安定化できかつ送電線の回路パラメータの設定ないしは制定
を簡単にできる」送電制御方法を開示している（第２頁左下欄第７～１０行目）。特開昭
６２－２０７１４３号公報（特許文献３）は、「負荷時タップ切換装置付き変圧器等の電
圧制御機器の操作が無効電力潮流に及ぼす影響を逐次、数値的に評価して電圧制御機器に
厳格な操作指令を与え、もって無効電力潮流を最適化するようにした送電線の無効電力調
整方法」を開示している（第２頁右上欄第１５～２０行目）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３５４８３５号公報
【特許文献２】特開昭６３－２０６１２１号公報
【特許文献３】特開昭６２－２０７１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように、位相調整器には中給制御と自動制御との二つの制御方法がある。従来の
位相調整器の制御方式では、過負荷を解消するために自動制御を実施した後に中給制御が
行われることにより、再度、過負荷状態になる可能性がある。この場合、二つの制御方法
がハンチングしてタップの多頻度制御を起こすという問題がある。このような多頻度制御
は、タップの寿命の消費のみならず、電力系統の過負荷解消を遅らせることになり好まし
くない。したがって、多頻度制御が抑止される技術が必要とされている。
【０００７】
　本発明は、上述のような問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、
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中給制御によって自動制御後の系統状態が再度過負荷になり、ハンチングが発生して多頻
度制御に至る可能性がある場合にも多頻度制御を抑止することができる電力潮流制御装置
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施の形態に従う電力潮流制御装置は、変圧器の負荷を調整するためのタップ制御に
基づいて、潮流量の変化量を算出するための算出手段と、変化量が予め定められた一定の
値を超えるまで、電力系統を制御するための中央制御装置から電力潮流制御装置に対して
送られるタップ目標値を用いたタップ制御を禁止するための多頻度制御抑止手段とを備え
る。
【０００９】
　ある局面において、位相調整器の制御条件に多頻度制御抑止の条件を追加することによ
り、過負荷制御後のタップの多頻度制御を抑止することができる。
【００１０】
　また、他の局面において、多頻度制御が抑止されるとタップ動作回数も制限されるため
、設備の耐用年数が増加し得る。
【００１１】
　この発明の上記および他の目的、特徴、局面および利点は、添付の図面と関連して理解
されるこの発明に関する次の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】位相調整器（ＬＰＣ）が設置される電力系統１００の概略を表わす図である。
【図２】中給から位相調整器８にタップ制御指令を出す場合における位相調整器８の処理
内容を表わすフローチャートである。
【図３】位相調整器８における中給制御と自動制御とを実現する処理ロジック３００を表
わすブロック図である。
【図４】本実施の形態に係る過負荷解消後の多頻度制御抑止条件ブロック１６を備える位
相調整器８の処理ロジック４００を表わすブロック図である。
【図５】第２の実施の形態に係る多頻度制御抑止条件ブロック１７を備える位相調整器８
の処理ロジック５００を表わすブロック図である。
【図６】第３の実施の形態に係る処理ロジック６００を表わすブロック図である。
【図７】ハンチングが発生する場合における指令または状態の変化を表わすタイミングチ
ャートである。
【図８】ハンチングが防止される場合における指令または状態の変化を表わすタイミング
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００１４】
　［第１の実施の形態］
　図１～図４を参照して、第１の実施の形態について説明する。まず、図１を参照して、
電力潮流制御装置の一態様である位相調整器（ＬＰＣ）の構成について説明する。図１は
、位相調整器が設置される電力系統１００の概略を表わす図である。
【００１５】
　電力系統１００は、母線１，２と、母線１，２にそれぞれ接続される断路器３，４と、
送電線７と、送電線７と断路器３，４との間にそれぞれ配置される遮断器５，６と、送電
線７に配置された位相調整器８とを含む。位相調整器８は、電力系統１００の位相を調整
し、電力系統１００における潮流量を制御する。
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【００１６】
　図２を参照して、位相調整器８の動作について説明する。図２は、中給（中央給電指令
所：図示しない）から位相調整器８にタップ制御指令を出す場合における位相調整器８の
処理内容を表わすフローチャートである。
【００１７】
　ステップＳ２１０にて、位相調整器８は、位相調整器８における現在のタップ値と目標
値との差異を算出する。ステップＳ２２０にて、位相調整器８は、制御権や保護リレーの
状態をもとに中給制御条件（中給からのタップ制御指令を受け付けるための条件）が成立
しているか否かを判定する。ステップＳ２３０にて、中給は、位相調整器８に、制御指令
（タップ目標値）を送信する。位相調整器８は、中給からのタップ目標値を受信すると、
タップ制御を行なう（中給制御）。一方、過負荷発生の場合には、位相調整器８は、自動
で過負荷を解消する方向にタップ制御を行なう（自動制御）。
【００１８】
　そこで、図３を参照して、中給制御と自動制御とを実現するための構成について説明す
る。図３は、位相調整器８における中給制御と自動制御とを実現する処理ロジック３００
を表わすブロック図である。処理ロジック３００は、交流過電流継電器９と、電力継電器
１０，１１と、中給制御回路１２と、異常発生条件ブロック１３と、中給操作回路３１０
，３１１と、ＡＮＤゲート３２０，３２１，３２２，３２３と、ＯＲゲート３３０，３３
１，３４０，３４１と、タップ制御回路１４，１５とを含む。
【００１９】
　交流過電流継電器９の出力は、ＡＮＤゲート３２０，３２１，３２２，３２３にそれぞ
れ入力される。電力継電器１０，１１の各出力は、ＡＮＤゲート３２０，３２１にそれぞ
れ入力される。
【００２０】
　中給制御回路１２は、位相調整器８における現在のタップ値と目標値との差異を検出す
る。また、中給制御回路１２は、位相調整器８を制御するための制御権の有無または保護
リレーの状態に基づいて中給制御条件が成立しているか否かを判断する。中給制御回路１
２による判断結果は、中給操作回路３１０，３１１にそれぞれ入力される。
【００２１】
　異常発生条件ブロック１３は、位相調整器８を使用する電力系統１００に異常が発生し
ているか否かを判断する。当該判断の対象となる異常は、たとえば、タップ異常、限界、
位相調整器８を使用する装置の異常、電力系統１００における伝送異常、中給制御を除外
する制御条件の成立を含む。異常発生条件ブロック１３の出力は、ＡＮＤゲート３４０，
３４１にそれぞれ入力される。
【００２２】
　中給操作回路３１０は、中給制御回路１２から入力された判断結果に基づいて、中給制
御を行うために、タップを＋側に切り換える指令を出力する。中給操作回路３１１は、中
給制御回路１２から入力された判断結果に基づいて、中給制御を行うために、タップを－
側に切り換える指令を出力する。
【００２３】
　ＡＮＤゲート３２０は、交流過電流継電器９の出力と、電力継電器１０の出力との論理
積演算を実行する。ＡＮＤゲート３２０の出力は、ＯＲゲート３３０に入力される。ＡＮ
Ｄゲート３２１は、交流過電流継電器９の出力と、電力継電器１１の出力との論理積演算
を実行する。ＡＮＤゲート３２１の出力は、ＯＲゲート３３１に入力される。
【００２４】
　ＡＮＤゲート３２２は、交流過電流継電器９の出力の否定の値と、中給操作回路３１０
からの出力との論理積演算を実行する。ＡＮＤゲート３２２の出力は、ＯＲゲート３３０
に入力される。ＡＮＤゲート３２３は、交流過電流継電器９の出力の否定の値と、中給操
作回路３１１からの出力との論理積演算を実行する。ＡＮＤゲート３２３の出力は、ＯＲ
ゲート３３１に入力される。
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【００２５】
　ＯＲゲート３３０は、ＡＮＤゲート３２０，３２２の各出力を用いて論理和演算を実行
する。ＯＲゲート３３０の出力は、ＡＮＤゲート３４０に入力される。ＯＲゲート３３１
は、ＡＮＤゲート３２１，３２３の各出力を用いて論理和演算を実行する。ＯＲゲート３
３１の出力は、ＡＮＤゲート３４１に入力される。
【００２６】
　ＡＮＤゲート３４０は、ＯＲゲート３３０の出力と、異常発生条件ブロック１３からの
出力の否定とを用いて論理積演算を実行する。ＡＮＤゲート３４０の出力は、タップ制御
回路１４に入力される。ＡＮＤゲート３４１は、ＯＲゲート３３１の出力と、異常発生条
件ブロック１３からの出力の否定とを用いて論理積演算を実行する。ＡＮＤゲート３４１
の出力は、タップ制御回路１５に入力される。
【００２７】
　処理ロジック３００において、交流過電流継電器（低整定）９の動作が一定時間（整定
）継続したことを条件に、潮流方向を見て同方向への過負荷解消のために、過負荷が解消
されるまで（交流過電流継電器９が復帰するまで）、電力継電器１０，１１の動作状態に
従い効果方向へのタップ制御回路１４，１５においてタップ制御が行なわれる。タップ制
御回路１４，１５による同方向の制御の結果、変圧器（図示しない）のタップ制御の限界
まで達しても過負荷が解消しない場合には、制御を打ち切り、過負荷が解消されるまで制
御をロックする。過負荷の発生中は、中給制御回路１２は、ロックされて実行されない。
また、異常発生条件ブロック１３が中給制御を除外する制御条件が成立していると判断し
た場合にも、中給制御は抑止される。
【００２８】
　図４を参照して、第１の実施の形態に係る処理ロジック４００について説明する。図４
は、本実施の形態に係る多頻度制御抑止条件ブロック１６を備える位相調整器８の処理ロ
ジック４００を表わすブロック図である。
【００２９】
　図４に示される処理ロジック４００は、図３の処理ロジック３００の構成に加えて、多
頻度制御抑止条件ブロック１６をさらに含む。多頻度制御抑止条件ブロック１６の出力は
、ＡＮＤゲート３２２，３２３にそれぞれ入力される。当該出力の内容は、タップ操作に
よる潮流が予め算出された潮流量に応じた不感帯異常であるか否かの判断結果を含む。こ
れにより、過負荷解消後の中給制御回路１２がロック可能となる。
【００３０】
　より具体的には、多頻度制御抑止条件ブロック１６は、自動制御によって潮流量がどの
くらい変化するかを潮流量に応じて算出する。多頻度制御抑止条件ブロック１６は、潮流
量の変化が予め算出された一定の値（不感帯）を超えるまでは、中給制御をロックする。
ＡＮＤゲート３２２，３２３は、多頻度制御抑止条件ブロック１６からの論理値が真とな
るまで、すなわち、自動制御による潮流量の変化が系統に反映されるまで、中給制御をロ
ックする。このような構成により、中給制御は、自動制御による効果を計算に入れた制御
を実施することが可能となり、ハンチングによる多頻度制御を抑止することができる。
【００３１】
　本実施の形態に係る位相調整器の制御方式においては、タップの二つの制御方法によっ
て起こる多頻度制御を抑止するものである。過負荷解消後のタップの多頻度制御が抑止さ
れると、タップ動作回数を制限することにつながるので、当該位相調整器を用いる設備（
変圧器）の耐用年数の低下を防止することができる。
【００３２】
　［第２の実施の形態］
　図５を参照して、第２の実施の形態について説明する。図５は、第２の実施の形態に係
る多頻度制御抑止条件ブロック１７を備える位相調整器８の処理ロジック５００を表わす
ブロック図である。
【００３３】
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　なお、処理ロジック５００の構成は、後述する相違点を除いて図４に示される処理ロジ
ック４００の構成と同じである。したがって同じ構成の説明は繰り返さない。また、本実
施の形態に係る位相調整器のハードウェア構成は、第１の実施の形態に係る位相調整器８
のハードウェア構成と同じである。したがって、当該ハードウェア構成の説明は繰り返さ
ない。
【００３４】
　第１の実施の形態では、処理ロジック４００が多頻度制御抑止条件ブロック１６を備え
ることにより、過負荷解消後の中給制御回路１２をロック可能とした。この点、第２の実
施の形態では、潮流の変化量の比較に用いられる不感帯が位相調整器８の運営者または管
理者によって設定可能である点で、第１の実施の形態と異なる。
【００３５】
　図５に示されるように、処理ロジック５００は、多頻度制御抑止条件ブロック１６の代
わりに多頻度制御抑止条件ブロック１７を備え、多頻度制御抑止条件ブロック１７の結果
に基づいて多頻度制御が抑止される。より具体的には、多頻度制御抑止条件ブロック１７
は、直前の自動制御による潮流変化量を検出し、その値から次の自動制御に対する潮流量
の変化予測値（不感帯）を設定する。多頻度制御抑止条件ブロック１７は、次の自動制御
による潮流量の変化が、位相調整器８を備える設備の運営者によって設定された不感帯を
超えるまでは、中給制御をロックする。自動制御による潮流量の変化が系統に反映される
まで中給制御をロックすることで、中給制御は、自動制御による効果を計算に入れた制御
を実施することが可能となり、ハンチングの発生による多頻度制御を抑止することができ
る。
【００３６】
　なお、変化予測値を設定するための例示的な手順は、以下のとおりである。
　不感帯は、単純な例としては、以下のように設定される。
ΔＰ＝Ｐ１－Ｐ２
ΔＱ＝Ｑ１－Ｑ２
Δｉｎｏｗ＝（Δｐ＋ｊｑ）／ｖｎｏｗ
ここで、Ｐ１は、直前タップ操作前有効電力である。
Ｐ２は、直前タップ操作後有効電力である。
Ｑ１は、直前タップ操作前無効電力である。
Ｑ２は、直前タップ操作後無効電力である。
ｊｑは、位相調整器８から供給される無効電力である。
Δｉｎｏｗは、現状値での効果予測値である。
ｖｎｏｗは、操作時の電圧である。
【００３７】
　したがって、操作抑制量は、Ｉｎｏｗ＋Δｉｎｏｗ（極性あり）として算出される。操
作抑制量とは、タップ操作後の次のタップ操作を抑制する量であり、当該操作抑制量を超
えるまで次のタップ操作を実施しない量を表わす。
【００３８】
　［第３の実施の形態］
　図６を参照して、第３の実施の形態について説明する。図６は、第３の実施の形態に係
る処理ロジック６００を表わすブロック図である。処理ロジック６００は、図３に示され
る構成に加えて、タイマ１８，１９を備える。タイマ１８，１９は、それぞれディレイタ
イマであり、たとえば、５７Ｌのオフディレイタイマである。
【００３９】
　タイマ１８は、交流過電流継電器９とＡＮＤゲート３２３との間に配置されている。交
流過電流継電器９の出力は、タイマ１８に入力される。タイマ１８の出力は、ＡＮＤゲー
ト３２３に入力される。ＡＮＤゲート３２３は、タイマ１８の出力の「否定」と、中給操
作回路３１１の出力との論理積を算出する。
【００４０】
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　タイマ１９は、交流過電流継電器９とＡＮＤゲート３２２との間に配置されている。交
流過電流継電器９の出力は、タイマ１９に入力される。タイマ１９の出力は、ＡＮＤゲー
ト３２２に入力される。ＡＮＤゲート３２２は、タイマ１９の出力の「否定」と、中給操
作回路３１０の出力との論理積を算出する。
【００４１】
　第３の実施の形態に係る処理ロジック６００は、自動制御による潮流量の変化が系統に
反映されるまで、タイマ１８，１９により中給制御をロックする。これにより、中給制御
は、自動制御による効果を計算に入れた制御を実施できるので、ハンチングによる多頻度
制御を抑止することができる。
【００４２】
　＜ハンチング発生時のタイミングチャート＞
　図７を参照して、ハンチングの発生の態様について説明する。図７は、ハンチングが発
生する場合における指令または状態の変化を表わすタイミングチャートである。
【００４３】
　ある局面において、過負荷状態は、パターン７６０として表わされる。具体的には、時
刻ｔ（０）から時刻ｔ（３）まで、時刻ｔ（４）から時刻ｔ（７）まで、時刻ｔ（８）か
ら時刻ｔ（１１）まで、時刻ｔ（１２）から時刻ｔ（１５）までの期間、電力系統は、過
負荷の状態である。
【００４４】
　中給が位相調整器８を制御するための中給制御指令は、指令７１０として位相調整器８
に与えられている。実際には、指令７１０は、系統の状態を考慮して位相調整器８に与え
られるため、常に、過負荷の方向に与えられるわけではない。
【００４５】
　位相調整器８による自動制御のための制御指令（ＬＰＣ制御指令）は、指令７２０のよ
うに与えられる。たとえば、時刻ｔ（１），ｔ（５），ｔ（９），ｔ（１３）において、
自動制御がオンに設定される。時刻ｔ（２），ｔ（６），ｔ（１０），ｔ（１４）におい
て、自動制御がオフに設定される。
【００４６】
　電力系統１００における過負荷を解消するための制御指令（過負荷解消方向制御指令）
は、指令７３０のように与えられる。過負荷解消方向制御指令のパターンは、ＬＰＣ制御
指令のパターンと同じである。したがって、たとえば、時刻ｔ（１），ｔ（５），ｔ（９
），ｔ（１３）において、制御指令がオンに設定される。時刻ｔ（２），ｔ（６），ｔ（
１０），ｔ（１４）において、制御指令がオフに設定される。
【００４７】
　このとき、電力系統１００における負荷の状態を過負荷の方向に制御するための指令（
過負荷方向制御指令）は、指令７４０として与えられる場合がある。具体的には、時刻ｔ
（３），ｔ（７），ｔ（１１），ｔ（１５）において、制御指令がオンに設定される。時
刻ｔ（４），ｔ（８），ｔ（１２），ｔ（１６）において、制御指令がオフに設定される
。
【００４８】
　指令７３０，７４０の結果、タップの動作を制御するための指令（タップ制御指令）は
、指令７５０のように与えられる。具体的には、時刻ｔ（１），ｔ（３），ｔ（５），ｔ
（７），ｔ（９），ｔ（１１），ｔ（１３），ｔ（１５）において、制御指令がオンに設
定される。時刻ｔ（２），ｔ（４），ｔ（６），ｔ（８），ｔ（１０），ｔ（１２），ｔ
（１４），ｔ（１６）において、制御指令がオフに設定される。
【００４９】
　＜ハンチング防止時のタイミングチャート＞
　図８を参照して、ハンチングの防止の態様について説明する。図８は、ハンチングが防
止される場合における指令または状態の変化を表わすタイミングチャートである。
【００５０】
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　図８を参照して、ある局面において、過負荷状態は、パターン８６０として表わされる
。具体的には、時刻ｔ（０）から時刻ｔ（３）まで、時刻ｔ（５）から時刻ｔ（８）まで
、時刻ｔ（１０）から時刻ｔ（１３）までの各期間は、過負荷の状態である。
【００５１】
　中給が位相調整器８を制御するための中給制御指令は、指令８１０として位相調整器８
に与えられる。実際には、指令８１０は、電力系統１００の状態を考慮して位相調整器８
に与えられるため、常に、過負荷の方向に与えられるわけではない。
【００５２】
　位相調整器８による自動制御のための制御指令（ＬＰＣ制御指令）は、指令８２０のよ
うに与えられる。たとえば、時刻ｔ（１），ｔ（６），ｔ（１１）において、自動制御は
オンに設定される。時刻ｔ（２），ｔ（７），ｔ（１２）において、自動制御はオフに設
定される。
【００５３】
　ハンチング抑止のための指令は、たとえば、指令８２５のように表わされる。具体的に
は、時刻ｔ（２），ｔ（７），ｔ（１２）において、制御指令はオンに設定され、時刻ｔ
（３），ｔ（９），ｔ（１４）において、制御指令はオフに設定される。制御指令がオン
に設定されている間、制御抑止指令が出力され、当該制御抑止指令は、中給からの制御を
ロックする。したがって、時刻ｔ（２）から時刻ｔ（４）までの期間、時刻ｔ（７）から
時刻ｔ（９）までの期間、および時刻ｔ（１２）から時刻ｔ（１４）までの期間は、中給
からの制御をロックする期間となる。
【００５４】
　電力系統１００における過負荷を解消するための制御指令（過負荷解消方向制御指令）
は、指令８３０のように与えられる。指令８３０のパターンは、位相調整器８の制御のた
めの指令８２０のパターンと同じである。したがって、たとえば、時刻ｔ（１），ｔ（６
），ｔ（１１）において、制御指令がオンに設定される。時刻ｔ（２），ｔ（７），ｔ（
１２）において、制御指令がオフに設定される。
【００５５】
　このとき、電力系統１００の負荷の状態を過負荷の方向に制御するための指令（過負荷
方向制御指令）は、指令８４０として与えられる場合がある。具体的には、時刻ｔ（４）
，ｔ（９），ｔ（１４）において、制御指令がオンに設定される。時刻ｔ（５），ｔ（１
０），ｔ（１５）において、制御指令がオフに設定される。
【００５６】
　指令８３０，８４０の結果、タップの動作を制御するための指令（タップ制御指令）は
、指令８５０のように与えられる。具体的には、時刻ｔ（１），ｔ（４），ｔ（６），ｔ
（９），ｔ（１２），ｔ（１４）において、制御指令がオンに設定される。時刻ｔ（２）
，ｔ（４），ｔ（６），ｔ（８），ｔ（１０），ｔ（１２），ｔ（１４），ｔ（１６）に
おいて、制御指令がオフに設定される。
【００５７】
　＜実施形態のまとめ＞
　以上のようにして、本実施の形態に係る処理ロジックを備える位相調整器８は、多頻度
制御抑止条件の成立を判断するための構成を備えるため、過負荷制御後のタップの多頻度
制御を抑止することができる。また、多頻度制御が抑止されるため、タップ動作の回数が
制限され、結果として、変圧器の耐用年数の短寿命化が防止され得る。
【００５８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００５９】



(9) JP 6061663 B2 2017.1.18

　１，２　母線、３，４　断路器、５，６　遮断器、７　送電線、８　位相調整器、９　
過電流継電器、１０，１１　電力継電器、１２　中給制御回路、１３　異常発生条件ブロ
ック、１４，１５　タップ制御回路、１６，１７　多頻度制御抑止条件ブロック、１８，
１９　タイマ、１００　電力系統、３００，４００，５００，６００　処理ロジック、３
１０，３１１　中給操作回路、３２０，３２１，３２２，３２３，３３０，３３１，３４
０，３４１　ゲート、７１０，７２０，７３０，７３０，７４０，７５０，８１０，８２
０，８２５，８３０，８３０，８４０，８５０　指令、７６０，８６０　パターン。

【図１】

【図２】

【図３】
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